
第3部 人と車が共存する都心道路の実現
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● 都心道路の役割分担を行います● 都心道路の役割分担を行います
都心交通計画は、快適な歩行環境と円滑な自動車交通を共に実現し、都心の魅力

向上に資することを目的としています。しかし、都心部という空間の制約の中で
は、すべての道路について、「快適な歩行環境」と「円滑な自動車交通」という双方
の目的を実現するほどの広幅員の道路を整備することは困難です。
このため、道路間で交通機能の役割分担を行い、それぞれの道路に求められる道

路機能を向上させることで、都心道路網全体としての交通機能の向上を図ること
が必要です。
本計画では、車両の走行空間としての機能（トラフィック機能）と、沿道建物へ

の出入りと歩行者空間としての機能（アクセス機能）という2つの機能に着目し、
都心の各道路が、どちらの機能を重視するべきかを分類します。

第
1
部

第
2
部

第
3
部

● 都心道路の役割分担を行います

道路機能別の基本的な道路空間活用方策を定め、都心部の各路線や区間において具
体的な施策展開を図ります。

1.

機能別の
空間活用

トラフィック機能：車両の走行空間としての機能
ア ク セ ス 機 能：沿道建物への出入りと歩行者空間としての機能

■ トラフィック機能重視道路 イメージ図 ■ アクセス機能重視道路 イメージ図
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歩道上に走行レーン、もしくは、歩道上以外に専用レーンの設置を図る。
設置できない場合には、歩行者の安全を優先した上で歩道上で共存する。�

沿道施設や緑と一体化して魅力的でゆとりのある、安心安全な歩行環境
を提供する。交差点では、関係機関との協力により、歩車分離信号※もし
くはスクランブル化※の導入を図る。�

歩行者や自転車の安全性・快適性を重視し、安全走行の徹底を図る。�

駐車禁止の徹底を図り、短時間の停車については場所を限って可能とする。�

バスレーンの運用徹底、バスベイの適切な設置、快適な停留施設などバ
ス利用の利便性向上を図る。�

一般車両との差別化を図り、タクシー専用帯や専用ベイを設置する。�

一般車両との差別化を図り、荷さばき専用帯やベイを設置するとともに、
タイムシェアリングの導入などにより、効率的な運用を図る。�

歩道上に走行レーン、もしくは、歩道上以外に専用レーンの設置を図る。
設置できない場合には、車道を走行するか、歩行者の安全を優先した上
で歩道上で共存する。�

アクセス機能重視道路�アクセス機能重視道路�アクセス機能重視道路�

駐 停 車 �駐 停 車 �
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走 　 行 �走 　 行 �
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駐 停 車 �駐 停 車 �

バ ス �バ ス �

タ ク シ ー �タ ク シ ー �

荷 さ ば き �荷 さ ば き �

走 　 行 �走 　 行 �

歩 行 者 �歩 行 者 �

自 転 車 �自 転 車 �

道路機能�

交通モード�

歩行者は車と分離し、安心で安全な歩行空間を確保する。�

円滑な自動車交通を実現するため、スムーズな走行車線の確保、交差点
処理能力の向上、適切な交通管理を図る。�

駐車禁止の徹底を図る。停車についても極力制限する。�

バスレーンの運用徹底及びバスベイの設置など一般車両との共存を図る。�

原則としてタクシー乗り場は設置しない。但し、利用者の利便性を考
慮した都心内の再配置を図る必要がある。�

原則として、荷さばきを制限する。但し、荷さばきの実態を考慮し、都
心内の荷さばきシステムを構築する必要がある。�

トラフィック機能重視道路�トラフィック機能重視道路�トラフィック機能重視道路�道路機能�
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自

動

車

自

動

車

�

自

動

車

�

自

動

車

関

係

自

動

車

関

係

�

自

動

車

関

係

�

■ 機能別空間活用表
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第
1
部

第
2
部

第
3
部

■ 主要施策とプロセスプラン

現在� 概ね10年後�

道
路
空
間
の
再
配
分�

道
路
空
間
の�

活
　
　
　 

用�

都心型アダプトプログラムの展開�

安心で楽しく歩けるストリートづくりの展開�

交通教育（マナー教育、交通日記）�

都心道路の機能分類�
重点ゾーンの設定（道庁東・南1条）�

アクセス機能重視道路の機能向上�
トラフィック機能重視道路の機能向上�

創成川通（アンダーパス）の再整備�

札幌駅前通の再整備（地下歩行空間の整備）�

大通の再整備�

北3条通の再整備�

歩行空間のバリアフリー化�
（段差の解消、誘導ブロックの�
  設置など）�

機能分類に応じた道路空間再配分�

社
会
実
験

社
会
実
験�

社
会
実
験�

協
議
会
設
置

協
議
会
設
置�

協
議
会
設
置�

都心部の各道路が、トラフィック機能とアクセス機能、どちらの機能を重視すべき
かについて、現況の道路診断とネットワークのあり方を整理した結果を重ね合わせ、
都心部の道路機能分類を行いました。
さらに、この道路機能分類を基本とし、それぞれの路線の特徴などを考慮した空間

の再配分を進めます。

2.

都心道路網
の機能分類

交通機能による交通機能による�
道路分類道路分類�

交通機能による交通機能による�
道路分類道路分類�

交通機能による�
道路分類�

必要なアクセス機能は
確保しつつも、トラフィ
ック機能の向上を図り、
円滑な自動車交通の実
現を目指す。�

必要なトラフィック機
能は確保しつつも、アク
セス機能の向上を図り、
都心内の快適な歩行環
境の実現を目指す。�

■ トラフィック機能�
重視道路�

■ アクセス機能�
重視道路�

都心道路の空間活用�都心道路の空間活用�

交通機能による道路分類�交通機能による道路分類�
■ トラフィック機能重視道路�■ トラフィック機能重視道路�

■ アクセス機能重視道路�■ アクセス機能重視道路�

■ トラフィック機能重視道路�■ トラフィック機能重視道路�

■ アクセス機能重視道路�■ アクセス機能重視道路�

ネットワークのあり方�ネットワークのあり方�

現況の道路診断�現況の道路診断�

● トラフィック機能が大きい道路�

● アクセス機能が大きい道路�

都心道路の都心道路の�
空間活用空間活用�
都心道路の都心道路の�
空間活用空間活用�
都心道路の�
空間活用�

■ 多様な活動が展開
できる円滑なアク
セス性と安心安全
な都心の交通環境
を目指すためには、
道路ごとに分類さ
れた重視すべき道
路機能の向上を図
る空間活用が必要
となる。�

■人と車、自転車など
空間を構成する各
モードのあり方や、
具体的な空間形成
の方策を明らかに
し、道路空間の再配
分を行う。�

ネットワークのあり方ネットワークのあり方�ネットワークのあり方ネットワークのあり方�ネットワークのあり方�

■ 自動車ネットワーク�

札幌圏の幹線道路網計画等の既定計画を踏まえ
つつ、現況の自動車交通を勘案して、都心部にお
ける自動車ネットワークのあり方を整理する。�

■ 歩行者ネットワーク�

都心まちづくり計画の『骨格軸、交流拠点、ター
ゲットエリア』を基に、沿線開発の動きなどを踏
まえて、歩行者ネットワークのあり方を整理する。�

現況の道路診断現況の道路診断�現況の道路診断現況の道路診断�現況の道路診断�

交通量などのデータを基に、どの道路においてト
ラフィック機能・アクセス機能が大きいかを診
断する。（仲通除く）�

■ トラフィック機能が大きい道路�

■ アクセス機能が大きい道路�

■ 交通機能の分類フロー
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大　通�

石
　
山
　
通

石
　
山
　
通
�

北8条通�北8条通�

北5条通�北5条通�

北3条通�北3条通�

南1条通�南1条通�

北1条通�北1条通�

南4条通�南4条通�

大　通�

植物園�植物園�

道　庁�道　庁�

札
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前
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前
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�

札
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�

創
成
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東
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通
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�

東
3
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石
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通
�

札幌駅�

アクセス機能�

重視道路�
トラフィック機能�

重視道路�

凡　例�

■ 都心部道路機能分類

※ 都心部の道路機能分類の詳細については、36ページ以降の参考資料「札幌都心部における現況道路診断」及び

「札幌都心部における道路機能分類」に掲載されています。


